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7 小児医療費助成制度について

豊点要望項目

(要望先 県民局)

子育てにおける親の経済的負担感の軽減を図り,安心して子どもを産み.育てる

ことができるように.早急に国の制度として小児医療費助成制度を創設するよう国

に働きかけること｡

また,小児医療費助成に対する県の補助率を引き上げ.対象を義務教育に就学

する児童･生徒まで拡大するとともに,小児及びひとり親家庭等医療費助成事業に

ついて,対象者の一部負担金を撤廃すること｡

要望内容

<現状>

小児医療費助成については,各自治体が独自の基準を設けて実施しています｡当市

では,小学校6年生修了までの入通院時における保険診療の自己負担分を所得制限

なしで助成しており,中学生については,入院のみ,保険診療分の自己負担分の助成

を所得制限を設けて実施しています｡

県における小児医療費助成事業の補助対象は,義務教育就学前までとなっており,

所得制限及び一部負担金が導入されています｡県の補助対象は,医療費助成額から

高額療養費及び一部負担金を差し引いた額であり,補助対象額に対する市町村-の

補助率は1/2から1/3です｡当市に対する県からの補助率は1/3となっており,市の財

政負担が大きくなっています｡

ひとり親家庭等医療費助成は,県内の自治体が統一して18歳までの児童を養育して

いるひとり親家庭等を対象に,入通院時における保険診療の自己負担分について,所

得制限を設けて実施しています｡しかしながら,県における補助対象費は所得制限に加

え一部負担金が導入されており,医療費助成額から高額療養費及び一部負担金を差し

引いた額の1/2となっています｡
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